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令和８年６月 12日 
 
 

マッチングアプリをきっかけに、コンサルティング契約の勧誘をし、 

消費者金融業者での高額な借入れをさせて支払わせる事業者に関する注意喚起 
 

令和６年 11 月頃以降、異性同士のマッチングを目的とするアプリ（以下「マッチン

グアプリ」という。）で出会った者から「「営業」の仕事を紹介できる」などと説明さ

れ、紹介された者と面談をするとコンサルティング契約の話となり、消費者金融業者

からの高額な借入れを勧められ、言われるがまま借入れを行い、支払をしてしまった、

という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。 

消費者庁が調査を行ったところ、合同会社ＰＬＡＮＥＴ（以下「本件事業者」とい

います。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（断定的判断の提供）を

行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 38条第１

項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者

の皆様に注意を呼びかけます。 

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。 

 

１．本件事業者の概要 
 

本件事業者の概要は下表のとおりです。 

名称 合同会社ＰＬＡＮＥＴ
プ ラ ネ ッ ト

（法人番号 4011103014460） 

所在地 東京都新宿区西新宿三丁目３番１３号西新宿水間ビル２Ｆ 

代表者 平川 あみ 

（注）同名の別会社と間違えないよう御注意ください。 

      なお、本件事業者の法人番号等の情報は、令和８年６月８日時点のものです。  
 

２．具体的な事例の概要 
 
(1) マッチングアプリで出会った者から、営業に関する仕事を紹介できる旨を説明され、

本件事業者と面談をするよう誘導されます。 

主に大学生などの消費者がマッチングアプリを使用し、年上の経営者と称する者（以

下「勧誘者」といいます。）（別紙１参考）と実際に会って話をしていると、 

・自分は学生時代は落ちこぼれで、恩人に出会い成功できた。 

という挫折をして成功をした、といった話や 

・将来どんなことをやりたいのか。 

・夢はあるのか。 

といった将来の夢の話をされます。 

 消費者が、 

・海外留学をしたい。そのためには数百万円必要。 

・何かしらで成功したい。 

というような回答をすると、勧誘者が、 

・今の経営に生かされている営業の仕事を学んだ場所があるので、紹介してもいい。 

・営業の仕事は１件契約すると 15万円程度入る。 

など、「営業」と称する仕事の説明をし、「営業」についての関係者を紹介できる旨の
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説明がされます。 

消費者が前向きな反応を示すと、本件事業者と面談を行うよう誘導されます。 

なお、消費者庁が確認したところ、勧誘者は、本件事業者の関係者であり、勧誘目

的を隠して消費者に接触していました。また、勧誘者の中には、年齢、職業、年収等

を偽っている者もおり、マッチングアプリ事業者に対し、虚偽の身分証や源泉徴収票

を提出していた事例も確認しています。 

 

(2) 仕事を開始するために必要であるとして、コンサルティング契約の勧誘をされます。 

消費者は、勧誘者から本件事業者を紹介され、勧誘者同席の下、面談をします。 

面談では、本件事業者から、 

・金融商品や不動産を人に勧める仕事。 

・報酬は給与制ではなく、契約が取れたら取れた分収入が入る。 

・契約金額は数千万円から数百万円で、100万円くらいの案件が多い。契約金額の15％

くらいが報酬になる。 

などの説明がされます。 

その後、消費者が前向きな反応を示すと、突然、 

・コンサルティング費用は●万円であり、仕事を行うために必要。 

・万が一お客さんに訴えられた場合の弁護士費用として、●万円が必要。 

など、本件事業者の「営業」の仕事を行うためには、50万円～150万円といった高額

な金銭を、当日中に支払う必要がある旨の説明がされます。 

消費者が、高額な支払にちゅうちょしていると、 

・お金は消費者金融で借りられる。月に２万円返していけばよく、契約で入るインセ

ンティブで賄える。 

・収入として、不動産の契約金額にもよるが、１件契約すれば 15 万円以上が入り、

コンサルティングの支払金額以上は絶対稼げる。 

・誰でもでき、必ず契約が取れ、お金が入ってくる。 

など、コンサルティング契約の金銭は消費者金融業者から借入れが可能で、本件事業

者の指導に従って仕事をすれば、確実に当該契約金額を超える収入が得られる、といっ

た説明がされ、消費者は最終的に了承します。 

 

(3) 消費者金融業者での借入れを勧めて支払わせます。 

消費者は、本件事業者に言われるがまま、複数の消費者金融業者にオンラインで借

入れを申込み、１社当たり最大 50万円の借入れを行い、近くのコンビニで現金を引き

出して本件事業者に手渡しで現金を支払います。 

なお、消費者の中には、借入れの申込時に職業や年収を偽るように指示されたり、

消費者金融業者からの確認電話に虚偽の説明をするよう指示されたりした者もいまし

た。 

支払が終わると、「コンサルティング契約書」（別紙２）への署名及び押印が求めら

れるほか、研修の日程調整などが行われ、この日は終了します。 

 

(4) 研修をした後、マッチングアプリで勧誘をするよう誘導されます。 

コンサルティング契約後、本件事業者は、会社概要、ビジネスマナーなどの研修を

消費者に実施した上で、消費者にマッチングアプリを利用して勧誘を行うよう誘導し

ます。具体的には、マッチングアプリで知り合った相手を本件事業者に紹介し、契約

が成立した場合、契約金額の一部が支払われるという内容であり、これは、消費者自

身が勧誘者に勧誘された方法と同様の方法でした。 
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なお、消費者の中には、本件事業者から、マッチングアプリのプロフィール登録時、

年齢、職業、年収、経歴等を偽るよう指示されたり、マッチングアプリ事業者に提出

するために偽造した身分証明書を提供されたりした者もいました。 

 

(5) 指導どおりに勧誘をしますが収入は得られません。 

消費者は、本件事業者の指導どおりに勧誘活動を行いますが収入は得られず、消費

者金融業者からの借入金が残ります。 
 
３．消費者庁が確認した事実 
 

本件事業者は、消費者に対し、あたかも、コンサルティング契約を締結し、本件事業

者の指導に従い仕事をすれば、一定額以上の収入が得られるかのように告げていました

が、実際には、消費者の収入は消費者が行う勧誘の成否に左右される不確実なものでし

た（断定的判断の提供）。 

 

４．消費者庁から皆様へのアドバイス 
 

○ 「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないよう

にしましょう。 

本件で、消費者は、マッチングアプリで出会った者からの話をきっかけに、本件事

業者を紹介され、本件事業者の仕事を実施すれば、確実に支払金額を超える収入が得

られるなどと勧誘されています。 

「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありませんので、そのような話をうのみにし

ないようにしましょう。 

 

○ 高額な支払には慎重になりましょう。 

もうかるはずの仕事で、高額の借入れを要求された場合、慎重に対応し、少しでも

納得できない点があれば、はっきり断りましょう。 

 

○ 「仕事」には十分に注意しましょう。 

本件でいう「収入を得られる営業の仕事」は、本件事業者が消費者に行ったように、

勧誘目的を秘してマッチングアプリを使い、本件事業者と高額な契約をするよう、他

人を勧誘する仕事でした。 

このような行為を実施すると、消費者自身が加害者になるリスクもあります。少し

でも怪しいと感じたら、一度立ち止まり、まずは誰かに相談するなどして、対応を考

えましょう。 

 

○ クーリング・オフが認められる場合があるので、すぐに「188（いやや！）」へ電話

しましょう。 

特定商取引法に規定する連鎖販売取引（いわゆるマルチ商法）又は業務提供誘引販

売取引に該当する場合、書面を受け取ってから 20日間は、クーリング・オフ可能です。 

契約書にクーリング・オフの記載がない場合や、一見して事業者間契約のような場

合であっても、クーリング・オフが認められる場合があります。 

困ったときは、すぐにお近くの消費生活センター等に相談しましょう。 

  





 

 
5 

 

マッチングアプリの勧誘者のプロフィール（例） 

（注）一部消費者庁で修正 
  

 

年齢 33 

身長 170 

名前 ●● 

性別 男 

居住地 東京都 

出身地 神奈川県 

職業 経営者・役員 

年収 3000～5000万 

学歴 短大・専門学校卒 

趣味 映画鑑賞・キャラクターコンテンツ・トレーニング 

自己紹介 はじめまして！●●です。トレーニングジムを経営してい

ます。ここでは長期的に１人をサポートしようと考えているため、将

来に向かって頑張っている人は是非話しかけてください！キャラク

ターコンテンツと美容は特に好きなので是非そのお話しもできたらな

と思います������ドタキャンは絶対になしでお願いします。 

 

別紙１ 












